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１，場内禁止事項

３

※ お客様が安全に搬入して頂く為、上記事項を禁止しております。

※ 職員が注意しても従って頂けない場合は、搬入をお断りする事がございます。

無断撮影行為

事業所内での無断撮影や無断転載は固くお断りしています。

喫煙行為

場内は火気厳禁の為、車内での喫煙も禁止となります。

持込禁止車両

収集運搬許可の無い車両での産業廃棄物運搬は法律違反となります。
また、車検切れの車両も法律違反となり持込をお断りします。

無許可
車検切

ながら運転

「ながら運転」は危険です。電話や閲覧は停車中にお願いいたします。



２，お客様へお願い（搬入時の注意事項）

４

①場内制限速度厳守

場内制限速度は１０km/h以下となります。
搬入の際は制限速度を守り、誘導員の指示に従ってください。

搬入の際は、廃棄物の飛散防止の為、荷台のシート掛けをお願い
いたします。
誘導員の指示後にシートの荷ほどきをお願いいたします。

搬入時はヘルメットの着用をお願い致します。
お持ちでない場合は貸出致しますのでお申し出ください。
安全確保の為、車内での着用もお願いいたします。

過積載行為は道路交通法違反となります。
車両災害防止の為にも、厳重な管理をお願いいたします。
※ 過積載の場合搬入をお断りする場合もございます。

②荷台のシート掛け

③ヘルメット着用

④過積載防止

解体やリフォーム工事等で残された不要家具、家電等を「残置物」と
言います。本来、家財道具は所有者や占有者が法律に則って処理しな
いといけません。家屋の残置物は「一般廃棄物」に分類されますので、
自治体の指定する方法で処理をお願いいたします。※

⑤残置物に関して

※ 自治体によっては家財道具類を「産業廃棄物」として受入可能な場合がありますので、自治体へお問合せください。
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２，お客様へお願い（搬入時の注意事項）

５

⑥複数回計量について

• 複数回計量をご希望される場合は、最初の計量時に必ずお申し出ください。搬入時

は、予め選別した状態で持込ください。選別しながらの荷下ろしは安全確保の為、

ご遠慮ください。

• 計量台は１０kg単位での計量となります。１０kg以下の廃棄物の場合、最低重量の

１０kgで計測しますのでご了承ください。また、検品での最低立米は0.5 ㎥

• となります。

搬入路で待機される間は、アイドリングストップに
ご協力お願いいたします。

お客様には荷下ろし前に係員が品目と数量をお知らせしています。
お客様に内容をご確認頂いた上で荷下ろしをしていただいております。
原則、荷下ろし後の処理料金等の変更には対応致しかねますので、少し
でもご不明な点等ございましたら、荷下ろし前に必ずお声がけ頂きます
ようお願いいたします。

⑦アイドリングストップ

⑧荷下ろし後の変更等に関して

※ 季節に応じた対応をお願いいたします。

※ 上記①～⑧の事項に関してお客様のご理解とご協力をお願いいたします。



３，場内経路と搬入案内

６

⑥ ⑤
事
務
所
棟

④ ③ ② ①

⑤の荷下ろし待機車両

⑤の空車計量待車両

①～④の空車計量待車両

⑤・⑥の荷下ろし＆積込待車両

搬入

退出

⑤、⑥東方向
一方通行

荷下ろし手順

① 入場後、総重量と容量を計測するので、車両を計量台上に停車させてください。

② 計量窓口でマニフェスト伝票（記入済み）を担当者へお渡しください。

③ ヘルメットの貸出希望があれば申し出てください。

④ 検品員と共に数量と品目をご確認頂き、検品ボードを検品員から受け取ってください。

⑤ 誘導員が指示した施設へ進んでください。（待機場所や荷下ろし順に注意してください）

⑥ 荷下ろし後、誘導員が廃棄物を確認するので、誘導員に検品ボードをお渡しください。

⑦ 検品ボードを受取り、空車重量を測定するので、再度計量台上に停車させてください。

⑧ 計量窓口で改めて品目の確認及び会計を済ませたらマニフェスト伝票をお返しします。

⑨ ヘルメットを窓口で借りた方は返却してください。

⑩ 誘導員に従って退場してください。

※ 場内では誘導員の指示に従って、制限速度(10km/h以下)を厳守してください。

荷下ろし待機車両



４，計量受付時の注意事項

７

４-１、マニフェスト伝票・電子マニフェスト（受渡確認票）

マニフェストの内容に不備がある場合は受入出来ませんので、正確な内容を記入の上、受付窓口までお持ちください。
マニフェスト各種の記入方法については下記の記入例をご参照ください。

① ②

③ ④

⑤

⑥

⑦・⑧

①～⑦をご記入ください

① 交付年月日

② 交付担当者氏名

③ 排出業者名・住所・電話番号

④ 現場名・住所・電話番号

⑤ 運搬業者名・住所・電話番号

⑥ 車両番号・車種

⑦ 運搬業者名・運搬担当者氏名

⑧ B1票に運搬終了年月日を記入ください

【建設系マニフェスト記入例】



①～⑦をご記入ください

４，計量受付時の注意事項

８

① ②

③ ④

⑤

⑥ ⑦

① 交付年月日

② 交付担当者氏名

③ 排出業者名・住所・電話番号

④ 現場名・住所・電話番号

⑤ 運搬業者名・住所・電話番号

⑥ 運搬業者名・運搬担当者氏名

⑦ B1票に運搬終了年月日を記入ください

【産業廃棄物管理票（直行用）記入例】



①～⑦をご記入ください

４，計量受付時の注意事項

９

① ②

③ ④

⑤

⑥ ⑦

【積替保管マニフェスト記入例】

① 交付年月日

② 交付担当者氏名

③ 排出業者名・住所・電話番号

④ 現場名・住所・電話番号

⑤ 運搬業者名・住所・電話番号

⑥ 運搬業者名・運搬担当者氏名

⑦ B1票に運搬終了年月日を記入ください



①～③をご記入ください

４，計量受付時の注意事項

１０

①

②

③

【電子マニフェスト記入例】

① 引渡日が搬入当日であるかご確認ください

② 車両番号を記入してください

③ 運搬担当者氏名・運搬終了年月日を記入してください

※ 電子マニフェストをご登録の際は、排出業者様名、排出事業場等の住
所や詳細内容に誤りがないかご確認ください。

※ JWNET運用方法の記述に則ってご登録をお願い致します。



４，計量受付時の注意事項

１１

【マニフェスト伝票購入先一覧】

販売所 住所 電話番号

兵庫県産業資源循環協会 神戸市中央区栄町通2-4-14 日栄ビル3階 078-381-7464

大阪府産業資源循環協会 大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル3階 06-6943-4016

尼崎市環境整備事業協同組合 尼崎市東七松町1-15-21 岡本ビル2階 06-6489-1654

（株）ライトサービス 加古川市平岡町西谷83 079-454-4488

（株）姫路環境開発 姫路市飾磨区中島字宝来3067-17 079-234-9551

全淡建設（株） 南あわじ市松帆塩浜127 0799-36-2112

（株）上見組 篠山市黒田534 079-593-0631

産廃系・建設系

建設系のみ販売
販売所 住所 電話番号

兵庫県建設業協会 尼崎支部 尼崎市東七松町1-13-13 06-6482-0327

兵庫県建設業協会 西宮支部 西宮市六湛寺町12番-12号 0798-34-6040

その他購入方法

兵庫県産業資源循環協会（FAX：078-381-7350）

・宅急便にて郵送
ゆうちょ銀行にて代金をお振込みください。
消費税は内税ですので、そのままの金額をお支払いください。
なお、振込手数料は貴社負担でお願い致します。送料は着払いです。
２～３日でお届けしますが、注文状況などにより異なります。

〔郵便局から振込〕
口座番号：０１１３０ー０－１２５３３
加入者名：一般財団法人兵庫県産業資源循環協会

〔他の金融機関から振込〕
銀行名 ：ゆうちょ銀行 店名：一一九店（イチイチキュウテン）
預金種目：当座 口座番号：００１２５３３
受取人名：一般財団法人兵庫県産業資源循環協会

★マニフェスト購入申込書の貼付箇所に払込受領証のコピーを貼付しFAXで注文をお願いいたします。



４，計量受付時の注意事項

１２

４-２、契約に関して

◆弊社へお持込みの際は、必ず事前のご契約が必要です。

◆新規契約は、事前に「契約書作成依頼書」へ記入の上、弊社に送付いただき、詳細

内容を確認後、ご契約となります。お申込みから契約完了まで概ね７～１０日程度

頂戴しますのでご了承ください。

◆石綿含有廃棄物（非飛散性アスベスト）に関して、弊社では受入出来ませんのでご

了承ください。

４-３、処理料金（現金支払いのお客様）に関して

◆処理料金は廃棄物の品目または、比重設定のある品目や重量によって変動しますの

で予めご留意の程宜しくお願いいたします。

◆お支払いは現金のみです。クレジットカード、電子マネー、には対応していません。

◆荷下ろし後の処理料金の変更等はご遠慮ください。

◆領収書の再発行は致しかねますので、紛失されないようにご注意ください。

◆混合物の搬入の際、石膏ボードの有無で単価が変動します。少しでも石膏ボードが

混入している場合は、「石膏ボード有」の単価となります。非常に厳しい選別とな

りますので、混合廃棄物を搬入する際は、予め石膏ボードの有無をご確認ください。



４，計量受付時の注意事項

１３

４-４、搬入禁止物に関して（一部抜粋）

※ 搬入禁止物が混入していた場合は返却させて頂きます。

バッテリー
（トランス・コンデンサ等）

乾電池
リチウムイオン電池

液体物
（固まっていないもの）

（廃油・ペンキ・シンナー等）

粉体物
（粉状のもの）

スプレー缶
（穴の開いていないもの）

マッチ・ライター類 炭製品

（木炭・練炭等）

使い捨てカイロ

※家電類
（テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機等）

水銀使用製品

（廃蛍光管等）

消火器・ボンベ類

（中身の入っているもの） 食品（残渣）類

花火 注射器
（感染性医療廃棄物）

ソーラーパネル 除湿剤

※ 事故防止の為、上記例のような危険物を混入しないようお願い致します。

※ 家電類について、家庭用機器は家電リサイクル法が適用されますが、業務用機器

については対象外です。なお、業務用機器の処分の際は、フロン回収済の証明書

が必要です。

家電リサイクル法の詳細は環境省HPで ⇒ https://www.env.go.jp/recycle/Kaden/qa/q03.html

B
A

T
T

E
R

Y

Li-Ion

充電式



CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION

CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION

４，計量受付時の注意事項

１４

危険！ 発火の原因となる
電子機器（例）

リチウムイオン電池やバッテリー内臓の充電式機器は、
過度な力が加わると激しく発熱、発火する危険性があります。

電動歯ブラシ デジタルカメラ モバイルバッテリー ゲーム機 電子タバコ
など

廃棄物の中に電子機器が混入
していないか、適切な分別の
ご協力をお願い致します。

処理の過程で大規模火災に繋がる可能性があります。

※右記のマークの有無を
ご確認ください。

【出典：経済産業省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden/index03.html）】



４，計量受付時の注意事項

１５

４-５、証明書が必要な廃棄物に関して

①安定器

安定器（業務用）は、乾式（絶縁油不使用）である事が証明出来る書
類（メーカーの仕様書等）を提出いただければ処分出来ます。証明書
類の提出無く廃棄物に混入していた場合は返却させて頂きます。

②フロン類使用機器※

フロン類を使用した業務用エアコン・冷凍冷蔵機器は、フロン回収済
の証明書が無ければ処分出来ません。処分の際は、フロン回収済であ
る証明として「引取証明書」のE票を必ず一緒に提出してください。
証明書が無い場合は処分不可となりますのでご了承ください。

③石綿含有廃棄物

スレート、Pタイル、ケイ酸カルシウム板、サイ
ディング、カラーベスト、ロックウールの６種
類は石綿非含有である証明が必要です。
建材の裏面に「NA」（ノンアスベストマーク）
や「石綿非含有」の証明が必要になります。NA
マーク等の証明書が無い物は新品の状態でも石
綿含有扱いとなりますので、搬入前に必ずご確
認ください。
弊社では石綿含有廃棄物は受入不可です。

※ 引取証明書E票



４，計量受付時の注意事項

１６

４-６、処理困難物に関して

金庫や枕木は処理困難物となり別途料金が必要です。
混合物としての受入は出来ませんので、事前にお問合せください。

４-７、搬入車両に関して

• 整備不良車両、車検切れ車両、収集運搬業許可の無い車両での搬
入はお断りさせていただきます。

• 荷姿の悪い車両（過積載・複数回計量にも関わらず分別されてい
ないもの）は事故防止、安全確保のため荷下ろしをお断りする場
合がございますのでご了承ください。

４-８、荷下ろし後の廃棄物に関して

荷下ろしされた廃棄物は選別され迅速に処理されます。
荷下ろし後の廃棄物に私物や必要な物が混入していても回収が難しく
返却対応が出来ませんのでご了承ください。
荷下ろし前に、必要な工具や建材が混ざっていないか必ずご確認くだ
さい。



５，営業時間、お問合せについて

１７

【営業時間】

【月～金】

8:15 17:00～

【土・祝日】

8:15 17:00～

～ 受入なし12:00     13:00

※ 休業日：日曜日・年末年始

お問合せ

新規契約・契約内容や、持込みのお問合せについても
上記番号で承ります。

078-303-0505
078-303-0607

TEL：
FAX：

（代表）

受付時間：8:15 17:00～ （土祝 を除く）12:00～13:00
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株式会社神戸ポートリサイクルは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています


